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令和７年４月農業委員会総会議事録

１ 日 時 令和７年４月２５日（金）午後１時３０分から午後２時１４分まで

２ 場 所 長久手市役所 本庁舎３階 第４会議室

３ 出 席 者 【農業委員】

１番 豊田 信幸 ２番 鬼頭 一利 ３番 柴田 悟

４番 水野 文男 ５番 神谷 時男 ６番 山本 茂彦

７番 出口 知子 ８番 牧野 美佳

【農地利用最適化推進委員】

平野 悦英 浅井 忠義 川本 源一

事務局

事務局長 事務局長補佐兼係長

書記 ３名

４ 欠席者

５ 議事録署名人

１番 豊田 信幸 ７番 出口 知子

６ 協議事項

第１号 農地法第５条の許可申請について

第２号 農地法第５条第１項第６号の届出について（報告）

第３号 農業委員会活動の令和７年度活動計画について

第４号 農地利用最適化推進委員の委嘱について

７ 協議内容

発言者 発 言 内 容

事務局 定刻になりましたので、始めたいと思います。

前回同様、本日の議事進行についても、基本的には議案説明と質疑は、事前配布と

書面での質問にて対応のため割愛させていただき、担当地区の意見・事務局からの回

答及び採決のみとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、会長議事進行をよろしくお願いします。

会長 それでは、只今より令和７年４月の農業委員会総会を開会します。
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協議に入る前に、議事録署名人を豊田信幸委員と出口知子委員にお願いします。

それでは協議に入ります。

「農地法第５条の許可申請について」を議題とします。議案第１号申請書番号１に

ついて担当委員お願いします。

委員 申請地は以前は田で、その後苗置き場となっていたため、野菜などが作られていた

場所ではありません。また、隣地も申請地と同じ所有者であるため駐車場に転用して

も周囲へ迷惑がかからない土地であると考えられるため問題ないと思います。

委員 向かいに生徒数が多い北中学校があり生徒がよく通る道であるため、駐車場の出入

りには注意いただきたいです。

会長 必要があれば学校側からも注意喚起できると良いです。

事前に、委員から質問等はありましたか。

事務局 2件ございました。
Q1 議案第 1号申請書 1の添付の計画図面中、当該地を駐車場として使用するために
砕石舗装を施す計画となっていますが、隣地境界には工作物の予定はなされていませ

ん。土留め又は砕石留め等を施す必要なないのでしょうか。予定地から隣接地への土

砂流入が心配されます。

A1 申請人に問い合わせたところ、砕石舗装については舗装前に現況の地面を削り、

舗装後も現況と同じ地盤高とすることで土砂流出を防ぐ計画としているとのことで

す。また、隣接地は、申請地と所有者が同じであるため近隣トラブルには発展しない

とのことです。周辺道路への影響については、道路管理者である土木課から工事中及

び工事後は敷地外に土砂等を流出させない趣旨の意見を付し周辺への影響がないよう

求めます。

Q2 議案第１号申請書１の確認事項中、資金計画の総事業費が貸借権設定としては金

額が高額となっているのはなぜでしょうか。

A2 許可申請書によると、総額の内訳に今回の事業拡大と従業員増員に合わせて行う

タクシー増車分が含まれているため高額となっています。

会長 他になにかありますか。

委員 生徒の通学に心配があれば、出入口を東側のみにするなど対策がとれると良いと思

います。

事務局 申請者に伝えます。

会長 では、採決に入ります。議案第１号申請書番号１について、賛成の意見の方の挙手

をお願いします。

（全員賛成）

では、申請書番号１については許可相当とします。

続いて、議案第２号「農地法第５条第１項第６号の届出について」ですが、こちら
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については報告ということで、ご承認いただいたものとします。

次に、議案第３号「農業委員会の令和７年度活動計画について」を議題とします。

事務局からの説明を求めます。

事務局 令和７年度活動計画の内容について説明

会長 では、採決に入ります。議案第３号について賛成の意見の方の挙手をお願いしま

す。

（全員賛成）

では、議案第３号について、事務局は公表事務を進めてください。

続きまして、議案第４号「農地利用最適化推進委員の委嘱について」を議題とし

ます。事務局に説明を求めます。

事務局 今年１月から欠員となっている推進委員１名の枠について、農業長久手市農地利

用最適化推進委員の選任に関する要綱第１１条では、「推進委員の欠員が生じた場合

は、この要綱に規定する手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならな

い。」との記載があるので、欠員の補充を行います。令和７年３月３日から３月３１日

の期間で募集を行い、１名の方から応募がありました。

今回の議案が承認された場合は、農業委員会等に関する法律第１７条に基づき、農

業委員会が候補者を推進委員として委嘱することとなります。

（候補者の説明）

事務局からの説明は、以上です。

会長 事務局の説明が終わりました。

何かご意見があればお願いいたします。

（意見なし）

特に、ご意見等ないようですが、松原裕之氏が農地利用最適化推進委員に就任する

ことについて異議なしということでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

では、松原裕之氏に農地利用最適化推進委員を委嘱することとします。事務局は、松

原氏の委嘱の手続きを進めていただければと思います。

続きまして、３「その他」ですが、事務局からなにかありますか。

事務局 その他について連絡

会長 他に何かありませんか。なければ閉会といたします。

閉会 午後 ２時 １４分

議事録作成者 担当書記

議事録署名人 豊田 信幸

出口 知子


